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大磯町手数料条例の一部改正について 

 

１ 改正概要 

令和元年５月 31日に公布された戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第 17号）

の施行により、法務大臣が管理する戸籍情報連携システムを利用して、戸籍証明書等の

広域交付及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の事務を開始することに伴い、

これらの証明書交付等に係る手数料の額を定めるため、大磯町手数料条例について規定

を改正します。 

 

２ 改正内容 

  別表第１について、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に関する政令の一部改

正に準じて、次のとおり改正します。 

(1) 戸籍証明書等の広域交付  

本籍地以外での戸籍証明書及び除籍証明書の交付（広域交付）が可能となります。 

  戸籍証明書等の広域交付に伴い、「磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた

戸籍に記録されている事項を証明した書面」を「戸籍証明書及び除籍証明書」に改め、

広域交付に係る戸籍証明書等の交付手数料の額は、戸籍証明書は１戸籍につき 450 円、

除籍証明書は１戸籍につき 750円とします。 

 

 (2) 戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行 

行政機関への手続きの際に添付する戸籍証明書等に代わる戸籍電子証明書及び除籍電 

子証明書（電子的な戸籍記録事項の証明情報）の提供を可能とするための識別符号の発 

行が始まります。 

電子証明書提供用識別符号の発行手数料の額は、戸籍電子証明書提供用識別符号は１

件につき 400円、除籍電子証明書提供用識別符号は１件につき 700円とします。 

ただし、次の場合は、発行手数料を徴収しないものとなります。 

ア 当該符号の請求及び発行を、マイナポータル（デジタル庁が運営するオンラインサ 

ービス）により行う場合 

イ 当該符号の発行の請求と同時に、同一事項が記載された戸籍証明書等の請求を行う 

場合 

 

(3) 届書等情報内容証明書の交付等 

戸籍の届書等の書類を電子化し、画像情報として作成した届書等情報の内容に係る証

明書の交付及び出力したものの閲覧が可能となります。 

  届書等情報の証明書の交付及び出力したものの閲覧に係る手数料の額は、届出等の受

理証明書等の交付は１通につき 350円、届書等の閲覧は１件につき 350円とします。 
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【別表第１の改正部分の概要】 

手数料を徴収する事務名 現行金額 改正後金額 

※
(1)
関
係
【
追
加
】 

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交

付（本籍地以外での戸籍証明書等の交付（広域交付）

事務の追加）  

450円 
450円 

（同額） 

除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交

付（本籍地以外での除籍証明書等の交付（広域交付）

事務の追加） 

750円 
750円 

（同額） 

※
(2)
関
係
【
新
設
】 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務（総務省令

で定める電子情報処理組織を使用する方法で請求・発

行を行う場合及び同一事項の戸籍証明書等と同時に

請求する場合は手数料を徴収しない。） 

【新設】 400円 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務（総務省令

で定める電子情報処理組織を使用する方法で請求・発

行を行う場合及び同一事項の除籍証明書等と同時に

請求する場合は手数料を徴収しない。） 

【新設】 700円 

※
(3)
関
係
【
追
加
】 

届出若しくは申請の受理の証明書交付等（電子化され

た届書等情報の内容の証明書の交付事務の追加） 
350円 

350円 

（同額） 

届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する

事務（電子化された届書等情報の内容を表示したもの

を閲覧に供する事務の追加） 

350円 
350円 

（同額） 

 

(4) 施行日 

令和６年３月１日から施行します。 

 




